
地域密着型サービス運営推進会議  報告書 

 

会議名称：令和４ 年度 第 ６ 回運営推進会議 

 

事業所名： グループホームサンライズ志摩 

 

種    類：   認知症対応型グループホーム     

 

会    場：グループホームより送付の資料をご覧頂き、ご意見を寄せて頂く 

     ※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、書面上での開催とさせて 

いただきました。 

 

出 席者： 

 

 

 

 

 

 

 

【議  題】 

１．最近のホームの様子について 

２．１２月、１月の活動報告 

３．その他 

 

 

 

【活動状況の報告】 

利用者様状況の報告 

 

・ 利用者状況         令和５年 2 月 28 日現在 

性別 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５  計    

男性  １名  ２名   ３名  

女性  １名 ３名   １名 ６名 

計  ２名 ３名 ２名  １名 ８名 

平均要介護度 ：2.375           

 

 

区分 人数 区分 人数 

利用者代表  知見を有する者 １ 

利用者の家族  市役所職員担当職員 １ 

地域住民の代表  事業者 ２  

    



活動報告 

 

  12,1 月の活動について 

 

  １２月８日・１５日  コロナワクチン接種（5 回目）の実施 

 

  １２月１２日 訪問美容 

         十分な感染対策の元、訪問美容を行うことが出来ました。 

  １２月２５日・２８日 入居 

2 名の方の入居がありました。 

年末近い入居であったため、ご家族の方や病院など各方面 

連携をとり、安心して入居していただけるよう支援させてい 

ただきました。 

  １２月２５日 クリスマス会 

      当日までの壁の飾りつけや、ツリーの準備なども入居者の 

皆様と一緒に行い、プレゼントやケーキを準備し楽しむこ 

とが出来ました。 

 

  １月     お正月 

         おせち等のお正月の食事の提供や、甘酒、ぜんざい等の 

季節感のある食事を提供し、ホーム内でも楽しみをもって 

過ごしていただけるよう工夫しました。 

  １月１６日  お誕生日祝い 

         １月のお誕生日の方をお祝いし、また希望を伺い希望食の 

提供を行いました。 

   

 

  年末年始の面会について、条件を提示し、感染対策を十分に行い、ご家族様との面会

を行えるよう対応しました。 

  施設内で入居者様が、コロナウイルスに感染してしまった時の対応ついて検討しまし

た。また、ご家族様へもご協力いただく事がある点を周知していきただきました。 

   

 

 

 

 最近のホームの様子について 

  ２月に特養への入所がきまり１件の退去がありました。 

  ３月入居にむけ、居室の内装工事を行っています。 



   

  入居者の入れ替わりにより、介護度の高くない入居者様が増えたことで 

  取り組める内容が増えています。 

  編み物や裁縫、調理への参加も徐々に増えています。 

  希望食として牡蠣ご飯の提供。買い物から入居者様と一緒に行いました。 

受動的な介護ではなく、やりがいや生きがいを見つけられるように支援 

させていただいています。 

 

  外国人技能実習生受け入れを準備しています。 

 

その他 

 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策について 

  現状は面会を条件付きで解除しています。 

  マスクの着用を継続しています。 

  アルコール消毒を行っています。 

  施設内の換気を徹底しています。 

 

  虐待防止・身体拘束防止の研修を行いました。 

継続して不適切ケアについても学び、声かけ一つ一つから見直し、今後の支援をより

よりものにするために職員共有の意識をもって対応することを周知ました。 

  事故防止の研修を行いました。 

ヒヤリハットの活用 

 

 

 

 

【運営推進会議による評価】 

活動報告について 

 入居者様が参加できる季節に沿った内容を多く企画されていると思います。 

    また年末年始には条件付きではありますが、面会が行えたとのことで、入居者様 

  ご家族様にとって良い年末年始になったのではないかと思います。 

 

 入居者様が入れ替わり介護度が下がった事による様々な活動が増えつつあること。 

 季節の行事等も行われていること、日々の暮らしにアクセントや色付けを行ってい

らっしゃること。様々な研修、実習を受けたり予定されていること。頼もしく思っ

ております。 

 



 

 

【要望・助言】 

政府は感染症法上の５類への移行を決めたことから、様々な施策も段階的に変化しようと

しています。『新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取り扱い』につい

て、原則として、有効期間が令和 5年 3月 31日までの被保険者に限り、適用できるという

扱いに変更となりました。また厚労省は『高齢者施設等における面会の再開・推進にかか

る高齢者施設等の職員向けの動画及びリーフレットについて』という通知を発出し、ホー

ムページでは動画も公開していますので、面会再開などの参考にしてください。 

 

ご助言をいただきありがとうございます。 

面会再開につきまして、今後対策を講じ徐々にではありますが、条件を緩め解除していき

たいと思います。 

 

 

【その他】 

さんさん便り 

議事内容案内書 

 

 

※様式は 1ページで作成されていますが、あくまでも必要な事項を記入したもので複数ページにな

っても結構です。【議題】以降はできるだけ詳しく記入してください。 


